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成 年 後 見 制 度 と は ？

 認知症・知的障がい・精神障がい・発達障がいなどの理由で、ものごとを判断する能力
が十分でない方が、自分らしく安心して暮らせるように、ご本人の権利や財産を守り、
ご本人の意思を尊重した生活ができるよう支援するための制度です。

 成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

任意
後見

法定
後見

ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合、「誰に」「どのような

支援をしてもらうか」について、あらかじめ契約により決めておく制度です。

■ すでに判断能力が十分でない方を保護、支援する制度です。

■ 利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。

■ ご本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の三つの制度が用意されており、

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人、保佐人、補助人）が

ご本人の利益を考えながら、本人を保護・支援します。

■ 申立てができる方は、本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長等です。

■ 申立てをする場合、ご本人の判断能力・生活状況・経済状況、申し立て

の目的や必要な後見等事務の内容を整理したうえで、必要書類・費用

を準備します。

※成年後見制度についての詳細は、厚生労働省ホームページ「成年後見はやわかり」
でもご覧いただけます。（https://guardianship.mhlw.go.jp/）

※座間市社会福祉協議会（座間あんしんセンター）では、成年後見制度を利用するた

めのご相談にも応じています。お気軽にお問い合わせください。

にちじょうせいかつ じりつ しえん じぎょう せいねん こうけん せいど

日常生活自立支援事業と成年後見制度には
ちが

どのような違いがあるのですか？
にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう ほんにん けいやく にちじょうせいかつ はんいない てつだ

日常生活自立支援事業は、ご本人との契約により、日常生活の範囲内でお手伝いする
じぎょう つぎ ばあい せいねんこうけんせいど りよう

事業です。次のような場合は、成年後見制度の利用をおすすめします。

《例》 成年後見制度の利用を検討する場面

● 認知症の症状や障害の状態が重く、ご本人と契約できる状況にない 

● 繰り返し消費者被害に遭うなど、本人に必要のない契約を取り消したい

● ご本人の生活のため、不動産を売却する必要がある

● 福祉施設や病院への入所・入院の契約手続きをしなくてはならない

● 遺産分割協議を進めなくてはならない など

〒252-0011座間市相武台1-47-1スカイアリーナ座間内

電話 046-266-2025 ﾌｧｸｽ 046-266-2009 
ﾒｰﾙ annsinn@zamashakyo.jp

受付時間／平日9時～17時（年末年始を除く）
※第3・4月曜日（祝日の場合はその翌日も）休日です。ただし同じ週の土曜日は開所します。

座間市社会福祉協議会
マスコットキャラクター

ざまっぴぃ

成年後見人等ができないこと

・ 介護や家事、日用品の買い物をすること。
・ 病気の治療、手術など医療行為に同意すること。
・ 入院、入所の際の身元保証人や引受人になること。
・ 遺言や養子、認知、結婚、離婚などの意思表示を行うこと。等

厚労省ホームページ
「成年後見はやわかり」
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